
とくしま農山漁村未来投資事業補助金交付要綱 

 

 

（補助金の交付） 

第１条 知事は、市町村及び関係団体等（以下「市町村等」という。）が行うとくしま

農山漁村未来投資事業に要する経費に対し、予算の範囲内で、市町村等に補助金を交

付するものとし、その交付については、徳島県補助金交付規則（昭和 58 年徳島県規

則第 53号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところに

よる。 

 

（事業及び経費等） 

第２条 前条に規定する経費及びその補助率又は補助額は、別表に定めるとおりとする。 

 

（補助金交付申請書等） 

第３条 規則第３条の補助金交付申請書は、様式第１号による。 

２ 規則第３条の知事が定める書類は、補助金交付概要書（様式第１号別紙）とし、知

事が定める期日は、別に定める。 

３ 市町村等は、交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除

税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法

（昭和 63 年法律第 108 号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分

の金額と当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費税率を

乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）がある場

合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助

金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。 

 

（補助金の交付の条件） 

第４条 規則第５条第１項各号に掲げる事項、規則第１５条の２に規定する事項及び次

に掲げる事項は、補助金の交付の決定の条件となる。 

 (1) 補助事業の完了により当該補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合

においては、その補助金の全部又は一部に相当する金額を県に納付させることがあ

ること。 

(2) 補助事業者は、補助事業に係る間接補助金（補助事業者が相当の反対給付を受け

ないで交付する給付金で、補助金を直接又は間接にその財源の全部又は一部として、

かつ、当該補助金の交付の目的に従って交付するものをいう。以下同じ。）の交付

の決定をする場合においては、補助金の交付の決定に付された条件並びに規則第１

６条及び第１７条に定める事項と同一の条件を付すること。 

  

（軽微な変更） 

第５条 規則第５条第１項第２号の知事の定める軽微な変更は、次の各号に掲げる事項



以外のもので、別表に掲げる重要な変更以外のものとする。 

(1) 事業目的の変更 

(2) 補助事業完了予定年月日の変更（補助事業完了予定年月日の属する年度内の変更

を除く。） 

 

（変更の承認の申請等） 

第６条 規則第５条第１項第１号から第３号までの規定による知事の承認を受けよう

とする者は、補助事業変更（中止・廃止）承認申請書（様式第２号）を知事に提出し

なければならない。 

２ 前項の申請書には、補助金交付概要書を添付しなければならない。 

３ 規則第５条第１項第４号の規定による知事への報告をしようとする者は、その理由

及び補助事業の遂行の状況を記載した書類を知事に提出しなければならない。 

 

（状況報告） 

第７条 補助事業者は、知事が別に定めるところにより、補助事業遂行状況報告書（様

式第３号）を作成し、知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告書等） 

第８条 規則第１１条の実績報告書は、様式第４号による。 

２ 規則第１１条の知事の定める書類は、補助金交付概要書、別に定める事業実績を記

載した書類とする。 

３ 規則第１１条の規定による実績報告は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を

受けた日から起算して３０日を経過した日又は補助事業の完了の日の属する年度の

３月３１日のいずれか早い期日までにしなければならない。 

４ 第３条第４項ただし書きにより交付の申請を行った補助事業者は、実績報告の提出

前に当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これ

を補助金額から減額するよう手続を行うものとする。 

５ 第３条第４項ただし書きにより交付の申請をした補助事業者は、規則第１１条の実

績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係

る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には様式第５号により、その金額（前

項の規定により減額した各事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部

分の金額）を速やかに知事に報告しなければならない。 

６ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部

に相当する補助金の返還を命ずることができる。 

７ 補助事業者は、補助事業の実施中に県の会計年度が終了したときは、年度終了実績

報告書（様式第６号）を作成し、３月３１日までに知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の請求） 

第９条 規則第１２条の規定による通知を受けた市町村以外の補助事業者は、補助金請

求書（様式第７号）に当該通知に係る通知書の写しを添えて知事に補助金の請求をし



なければならない。 

 

（補助金の支払） 

第１０条 知事は、市町村である補助事業者に対しては規則第１２条の規定による補助

金の額の確定の通知をした後に、市町村以外の補助事業者に対しては前条の補助金請

求書等を受理した後に、補助金を支払うものとする。 

 

（補助金の概算払） 

第１１条 知事は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補

助事業者に対し、補助金の全部又は一部を概算払により交付することがある。 

２ 補助事業者は、前項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、補助金

請求書に別に定める書類を添えて知事に提出しなければならない。 

３ 補助事業者は、概算払により間接補助事業に係る補助金の交付を受けた場合におい

ては、当該概算払を受けた補助金の額を遅滞なく間接補助事業者に交付しなければな

らない。 

 

（補助金調書等） 

第１２条 規則第１６条の補助金調書は、様式第８号による。 

２ 規則第１６条の帳簿及び証拠書類の保管の期間は、補助事業の完了の日又は廃止の

承認を受けた日の属する年度の翌年度から起算して５年間とする。 

 

（財産の処分の制限） 

第１３条 規則第１７条第２号及び第３号の知事が定める財産は、次に掲げるとおりと

する。 

(1) 取得価格の単価が５０万円以上のもの 

(2) その他知事が別に定めるもの 

２ 規則第１７条ただし書きの知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関す

る省令（昭和 40年大蔵省令第 15号）による期間とする。 

３ 補助事業者は、処分制限期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しよ

うとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。 

 

（書類の提出方法） 

第１４条 規則及びこの要綱の規定により知事に提出する書類は、補助事業者の住所地

を所管する徳島県総合県民局長又は東部農林水産局長に提出しなければならない。 

 

   附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行し、令和７年度分の補助金から適用する。



別表（第２条、第５条関係） 

経   費 
補助率又は 

補助額 

重要な変更 

事業の内容の変更 

 とくしま農山漁村未来投資事業実施要領に基

づいて行う次の事業に要する経費 

１ 企画チャレンジ型 

   企画チャレンジ事業 

  ア ハード事業 

  イ セミハード・ソフト事業 

 

２ 政策実践型 

（１）地域農業支援事業 

  ア ハード事業 

  イ セミハード・ソフト事業 

（２）地域林業支援事業 

  ア ハード事業 

  イ セミハード・ソフト事業 

（３）地域水産業支援事業 

  ア ハード事業 

  イ セミハード・ソフト事業 

（４）施設園芸支援事業 

  ア ハード事業 

  イ セミハード・ソフト事業 

（５）新規就農者支援事業 

  ア ハード事業 

  イ セミハード・ソフト事業 

（６）DX・GX支援事業 

  ア ハード事業 

  イ セミハード・ソフト事業 

（７）労働環境等整備事業 

  ア ハード事業 

  イ セミハード・ソフト事業 

（８）地域計画実現事業 

  ① 地域計画実現産地育成支援事業 

  ② 耕作放棄地フル活用事業 

  ③ 事業承継加速化事業 

   ア 農地や機械等の資産鑑定 

   イ 事業承継に要する契約手続 

   ウ 機械等の整備 

   エ 取組推進 

 

 

 

 

6/10以内 

1/2以内 

 

 

 

3/10以内 

1/2以内 

 

3/10以内 

1/2以内 

 

3/10以内 

1/2以内 

 

1/2以内 

1/2以内 

 

1/2以内 

1/2以内 

 

1/2以内 

1/2以内 

 

1/2以内 

1/2以内 

 

知事が定める額 

知事が定める額 

 

知事が定める額 

1/2以内 

3/10以内 

知事が定める額 

  

１ 事業実施主体

の変更 

２ 事業費の 30％

を超える増減 

３ 補助額の増減  



 

３ 緊急対応支援型 

   緊急対応支援事業 

 

 

3/10以内 

 


